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１．設立年月日：令和４年４月２２日

２．活動目的及び主な活動内容：

全国の就労移行支援事業所が、利用者個々人に合った適切な就労移行支援サービスを提供するよ
う啓発すると共に、障害者の一般就労の促進を一層図るための施策提言を国や行政に対して行うこ
とを目的に任意団体として２０１２年（平成２４年）設立。活動10年を迎え、２０２２年（令和4年）4月に
NPO法人として新たにスタートした。

【主な活動内容】
・ 就労移行支援事業所等の職員に対する研修

（カンファレンス、事業所視察、タウンミーティング、就労支援eラーニング等）
・ 会員アンケートの実施、各調査研究への協力
・ 厚生労働省等への要望書提出と政策提言
・ 会員への情報提供

３．加盟団体数及び会員数：１０３法人１１５事業所（令和７年１１月末時点）

４．法人代表： 会長 酒井大介

特定非営利活動法人 全国就労移行支援事業所連絡協議会協会の概要
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（概要）

１ 就労移行支援関係
（１）指定基準：人員確保の観点から配置緩和を検討しつつ、サービス管理責任者（サビ管）の配置は必須維持。サビ管の急な

欠員時はみなし期間延長や管理者兼務など特例の拡充が必要である。
（２）基本報酬：重度者受入れを評価する報酬体系の導入。就労後3年の定着率が高い事業所への報酬上乗せ。就職後6ヶ月以

内の定着支援に加算創設、訪問・面談支援を評価すべきと考える。
（３）加算：上位研修修了者配置への加算を継続・拡充。移行準備支援体制加算等の増額・要件緩和。離島・広域支援向けの地

域加算を創設してはどうか。
（４）現場の支援策：就労定着等の書類負担軽減と自治体への周知徹底、処遇改善は報酬引上げや職員へ直接還元する仕組

みが必要だと考える。また、実習先確保のため企業への謝金などを検討してほしい。
（５）その他：難病の評価方法（加算・雇用率算入など）の検討が必要だと考える。

２ 就労継続支援A型関係
最低賃金上昇に合わせ基本報酬の見直しや、社会保険加入状況をスコア化。就労支援人材の実配置を義務化する加算の検
討が必要だと考える。また、生産活動実績確認表の取り扱いはA型に即した基準へ見直してはどうか。

３ 就労継続支援B型関係
軽度者中心・短時間利用で高工賃を取るなどの不適切運営を是正する必要がある。また、工賃に加え支援区分に基づく報酬体
系導入の検討、管理者・サビ管の経験要件強化、設置の必要性を精査する仕組みの導入が必要である。

４ 就労定着支援関係
利用1年目を高く、以降段階的に下げる「傾斜配分」や、利用終了後も在職確認できれば定着率に算入することなどを検討して
はどうか。

５ その他
（１）利益供与・利用者誘因：利益供与禁止の明確なガイドラインを要望する。「食事・交通費無料」などの広告禁止、監査・報告

体制の強化してはどうか。また、介護保険の基準を参考に不適切な誘因防止を検討してはどうか。
（２）就業中の障害者への支援：働き方の多様化に制度が追いついていない。重度障害者訪問介護など、就業中利用の要件の

緩和が必要である。
（３）在宅利用の整理：就労継続支援B型の在宅訓練の在り方を整理する必要がある。支援区分との連動する形も含め検討して

はどうか。
（４）就労継続支援等（自立訓練含む）の就労移行支援体制加算の見直しが必要だと考える。
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１．就労移行支援関係
（１）指定基準に関わることについて

①人員配置の緩和
人材確保が困難な状況であるため、人員配置の緩和が求められる。質を担保するためにもサービス管理責任者
（サビ管）件緩和は懸念があるため引き続き、サビ管の配置は必須としていただきたい。

②一時的な特例措置
一方、サビ管が急な退職・休職に陥った際の特例措置が求められる。具体的には、現行1ヶ月程度の「みなし配
置期間」を延長したり、管理者が一定期間兼務することを認めたりするなどの柔軟な対応を検討してほしい。

（２）基本報酬について
①就労移行支援事業所の減少と地域格差

就労移行支援事業所は、令和５年４〜６月期には２，９３６箇所あったが、令和７年４〜６月には２，８０１箇所と
なっており、年々事業所数が低下している（資料１）。また、第６期障害福祉計画の見込み量に対しての実績につ
いても、就労継続支援に比して就労移行支援は７９．２％と低い結果となっている（資料２）。加えて、都道府県別
の事業所数をみてみると、地域格差があり（資料３・４）、十分に支援が行き届いていない可能性がある。６年度
の報酬改定で「就労移行支援事業所の利用定員規模の見直し、定員10名以上からでも実施可能」としたところで
あるが、その効果は十分とは言えない。一方で、１人当たり費用額の伸び率も低調であることから（資料５）、さら
なる原因究明が必要である。

②障害の重度さに応じた報酬体系
日中系のサービス全体に跨る事項であるが、障害者手帳の等級や支援区分をもとにした報酬算定の仕組みを
導入し、重度障害者の受入れ及び一般就労をした際には評価することを検討してほしい。

③就労後3年間の高い定着率への評価
就労後3年間において高い定着率の実績を残している事業所に対し、基本報酬への上乗せや、さらに上のランク
の報酬単価を設定し、質の向上と安定経営へのインセンティブとしてはどうか。

④就職後6ヶ月間の職場への定着支援
＜現状＞
トライアル雇用を活用すると特定求職者雇用開発助成金が使えなくなったことで、多くの企業が特定求職者雇用
開発助成金を選択し、トライアル雇用を使わなくなっている。結果として、トライアル雇用中に施設外支援が利用
できなくになり、職場適応に大切な時期（就職してから3ヶ月）に手厚い支援ができなくなっている。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）①
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＜案＞
就職後6ヶ月間の職場への定着支援の義務期間は、職場適応などマッチングする期間として重要な期間となる
ため、就職後6月以内に支援に入った際の報酬（フォローアップ加算）を設けてはどうか。その際、対象者の特徴
や事業所の方針による支援の濃淡があるため、支援の在り方を明確にする必要がある。就労選択支援とは異な
り、集中的な職場適応支援が目的となることから、職場訪問または面談を行った際に報酬として算定できるよう
にしてはどうか。必須としてはどうか。支給期間に関しては、就職後半年間、もしくは2年間の利用期間の残日数
までとしてはどうか。

（３）加算について
①支援者の質の向上に関わる加算

令和7年度から基礎的研修が開始されたところであるが、引き続き、就労移行支援及び就労定着支援等につい
ては、支援者の質の向上が求められることから、基礎的研の上位研修に位置づけられる訪問型職場適応援助
者養成研修等を受講した職員を配置するように加算を設けるべきである。これまでの就労支援関係研修修了加
算を継続する、もしくは、新たな加算の創設を検討してほしい。

②移行準備支援体制加算
移行準備支援体制加算は、マンツーマンで実施する個別支援が多く、支援コストに見合っていないため、増額が
必要である。

③訪問支援特別加算
訪問支援特別加算については、現行、継続して通所していた利用者が連続した5日間、当該指定就労移行支援
等の利用がなかった場合において、職員がその利用者の居宅を訪問し、相談援助を行った場合に月に2回を限
度に算定できるとなっているが、利用がなかった場合についてを見直すなど、要件緩和を検討してほしい。

④地域性に応じた加算（特別地域加算）
離島の支援など、広域にわたる支援活動を評価するための加算（特別地域加算）を新設してはどうか。

⑤高次脳機能障害者支援体制加算、視覚・聴覚言語障害支援体制加算
高次脳機能障害者支援体制加算と視覚・聴覚言語障害支援体制加算が利用者の数の3割以上となっているが、
2割や１割などでの傾斜をつけて加算を設定してはどうか。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）②
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（４）現場にとって今必要な支援策について
①支援に伴う煩雑な事務処理の効率化について

就労移行支援の基本報酬区分の算定のため書類として、就職者の年度末時点の在籍の有無や人数を記載す
る様式があり、さらに企業から雇用継続に関する証明書の提出を求められる場合が多い。現在の報酬区分の算
定では仮に就職後6月を経て、年度末までに離職をしていても就労率の算定に含まれるため、年度末在籍の確
認は必要ないと思われる。就労定着支援事業創設前の就労移行体制加算の算定のための書式がそのまま使
用されている可能性があるため是正いただきたい。
また、企業からの雇用証明についても、就職時、就職後6月経過時点、年度末時点の複数回の提出を求める自
治体も存在している。就労定着支援事業の体制届等の雇用証明の提出についても同様である。障害福祉課長
通知「就労移行支援事業の適正な実施について」（令和元年11月5日付け障障発1105第1号）において、「就労移
行支援サービス費の基本報酬の算定区分の届出については、企業や本人、事業者にとって過度な業務負担と
ならないよう配慮をお願する。」とあることから、本通知の内容を改めて市町村に周知をお願いしたい。

②処遇改善
物価高騰への対応としては、一時的な特別手当や補助金では不十分であり、根本的な解決策として報酬自体の
引き上げなど更なる処遇改善策が不可欠である。
報酬の還元構造に関して、現行の処遇改善加算は法人経由で人件費率が上がるだけで、職員に直接還元され
にくい構造に課題がある。職員に直接支払われる仕組みが望ましいと考える。

③実習先確保
企業実習（体験実習）を受入れた事業所へのメリット等（謝金）を検討してほしい。薄謝でも企業側が実習を受け
入れる根拠となり、長期実習の依頼がしやすくなる。

（５）その他
難病を対象とした加算は存在しないため新設を検討すべきだが、対象疾患の広さ、障害者手帳を未所持のケー
スが多い、症状が進行性であるなどの課題がある。まずは障害者雇用率への算入を求める声も聞くため、在り
方に関する検討が必要ではないか。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）③
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２．就労継続支援A型関係
（１）基本報酬（スコア表）について

「1日の平均労働時間」、「生産活動」、「多様な働き方」、「支援力向上」、「地域連携活動」、「経営改善計画」及
び「利用者の知識・能力の向上」の各項目の内容や得点配分については、他の事業も同じだが、最低賃金の向
上が続く中、これに合わせて基本報酬もこまめに手立てをしていただきたい。

（２）加算について
社会保険の加入状況について、何らかスコアに反映していただきたい。
就労移行支援体制加算については、現行の加算方式も理解できるが、現実にはその加算をもって就労支援を行
う職員を配置したいので、賃金向上達成指導員配置加算のように実際の配置についても義務化してもらいたい。

（３）その他
今般、2024年度の実績について財務諸表に基づくスコア表の作成では特に問題なかったが、自治体より「『生産
活動実績確認表』の基準から経営改善計画の提出対象だ」と言われた。主にB型の工賃に運用する資金の確認
をする表なので、財務諸表とはまた違う計算方法の表であることは理解できるがが、A型の収支計算をする場合
、売上から消費税を引いた額を収入として計上し、そこから経費支出を差し引く際に、『租税公課に含まれる消費
税は経費に含む』としてしまうと、額によっては当然残額の資金としては収支が逆転してしまう。
今回は交渉の結果、自治体からは「費用から租税公課に含まれる消費税を外して計算し直す」ことになり、結果
的には経営改善計画に提出対象からは外れたが、非常に困惑した。
B型は工賃事業だが、A型は給与支払い事業である。同一の評価基準で評価することは適正ではないと考える。
仮に生産活動実績確認表上は赤字であっても、法人会計上は黒字であり、給与支払い能力は確保できているこ
とになる。
スコアのルールはクリアしても、生産活動実績確認表がクリアできないといったルールはどこにも明記されておら
ず、ましてや直ちに経営改善計画の対象になるといったローカルルールはすぐに改善してもらいたい。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）④
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２．就労継続支援B型関係
（１）基本報酬について

事業者の中には、短時間しか利用させないことで事業運営の効率化にのみ注力しているような事業者もあると
聞く。また、本来就労継続支援B型事業利用対象とはならない軽度の障害者を多く利用させることで、支援の比
重は軽いわりに高工賃を達成し報酬ランク上位を獲得するなど、本質とはずれた支援を行っている事業者もあ
る。就労継続支援Ｂ型事業について、今の工賃を評価する仕組みに加えて支援区分をもとにした報酬算定の仕
組みを導入し、重度障害者の受入を積極的に評価することも検討してはどうか。
増加する就労継続支援 B 型事業所（資料６）の質を担保するためにも、管理者及びサービス管理責任者の配置
において、一定期間の障害者の就労支援経験を有するものとするなど、資質向上に向けた 取り組みを強化する
とともに、地域のニーズに即したサービス内容か、そもそも設置の必要性があるのかなどガイドライン等を設け精
査した上で指定する仕組みが必要ではないか。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）⑤
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２．就労定着支援関係
（１）基本報酬について

①利用年数に応じた報酬
定着支援事業の報酬に関しては、計画的なフェイドアウトも含め適切な支援を評価するために再度体系を検討し
てはどうか。例えば1年目の利用に報酬を高くし、2年目、3年目と段階的に引き下げる「傾斜配分」を設定しては
どうか。

②就労定着率の算定
雇用継続中に定着支援事業の利用をやめた対象者において在職が確認できるのであれば、就労定着率算出に
含めてほしい。
就労定着支援サービス費の区分については、①過去3年間の就労定着支援利用者数のうち当該前年度末日に
おいて就労が継続する者の総数を算出すること、②「倒産」「死亡」などの場合は除外することが明記されている
が、就労定着実績体制加算についてはその記載がない。就労定着実績体制加算についても、就労定着支援
サービス費の区分と同様、算出方法を改めていただきたい。
加えて、基本報酬及び就労定着実績体制加算の除外要件に、本人に起因しない「定年」や「事業主都合の離職」
の要件追加についても検討していただきたい。

③支援レポート
支援レポートに関しては、個別支援計画にそって、本来必要な対面支援やツール（記録）の提供を実施すること
で支援の質の向上や維持を図れるよう、レポート作成と共有は任意とし、個別支援計画の作成と提示、支援記
録の作成と保管をもって報酬算定の要件としてほしい。また、支援レポートを支援記録として扱い、二重作成の
手間をなくすべきである。

④職場適応支援（ジョブコーチ事業）との併給
職場適応支援（ジョブコーチ事業）は就業面の支援と、定着支援事業での支援を一体的に実施することは効果的
であると思われる。人員配置外で配置している職場適応援助者と人員配置内の定着支援員は別の配置であり、
主に連続で現場の支援にあたるジョブコーチと、月に数回の訪問や面談での支援である就労定着支援では、
サービス費と助成金の併給には当たらないと思われる。職場適応支援（ジョブコーチ事業）は就業面の支援であ
ることから、生活面支援の就労定着事業と併用時に併給できる仕組みへの変更を要望する。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）⑥
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⑤加算について（参考資料７）
他事業所から就労した障害者に対して就労定着支援を行う場合には、アセスメント等に時間や労力を要すること
から初期加算が算定されるが、他事業所からの就労者の定着支援実施は厚労省の資料では7%、当協議会の会
員アンケートでも3割にとどまっている。自事業所でマッチングを実施していない方の離職のリスクが要因と思わ
れ、他事業所からの就労定着支援の利用に関して、基本報酬や就労定着実績加算の就労定着率の考え方につ
いて検討が必要である。

⑥現場にとって今必要な支援策について
就労定着支援サービスの利用者が転職した場合、1か月間の期間内に次 の就職が実現された場合に限って
は、サービスが継続しているとみなされる。転職を支援する場合、次の就職に向けて再アセスメントや、実習等の
実施が必要となり、退職後1か月間で次の就職先が決定することは、非常にタイトな期間となっているため、転職
時の就労定着支援サービスの継続について、1か月間ではなく3か月間とするなど、支援の実態に合う制度とし
ていただきたい。

⑦その他
特別支援学校在学中に就労選択支援を利用し、アセスメント結果に基づいて就職した卒業生に対しても、就労
定着支援の対象とすることを要望する。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）⑦
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４．その他のアイデア等
（１）利益供与・利用者誘因について

これまで、就労系障害福祉サービスの利益供与等の禁止については、移行事業に対しても継続支援A型への
Q&Aと同様の内容を留意事項として通知すること、どのような事案が利用者誘因行為や就労斡旋行為に当たる
かガイドラインを明示するよう要望してきた。給付費という税金で運営している事業として、どこまでが容認できる
事案なのか、今一度整理をして周知することを要望する。
例えば、指定時や利用者募集広告に食事や交通費無料などの記載を禁止してはどうか。また、利益供与（食事・
交通費無料提供等）に関する窓口を明示し、指定時や運営時の適正な監査体制を強化するとともに、すでに指
定を受け運営している事業における不適切な誘因に気づいた際に速やかに報告できる体制を整備してはどう
か。特に計画相談や就業・生活支援センターなど第三者的な立場にあるものが報告を担う仕組みづくりを検討し
てほしい。
介護保険は昼食のクーポン配布も禁止されている。交通費やAmazonプライムの会員費を事業所が負担したり、
利用者紹介に対して紹介者に報酬を払うなどの話も聞く。介護保険サービスの対応を参考に内容を検討してほ
しい。

（２）就業中の障害者への福祉サービス
働き方の多様化、様々な働く場面で活躍している障害者が増加している中で、就業中の障害者に対しての障害
福祉サービスが追いついていない状況と思われる。就業中の重度障害者訪問介護の利用要件緩和など、更な
る柔軟性を持った制度の検討をお願いしたい。

（３）在宅利用について
コロナ下での緩和もあり、在宅利用が増加しているが、利用実態が不明瞭なものも多く存在していると聞く。次期
報酬改定においては在宅利用の在り方について議論するとともに、明確な制度整備が求められる。
特にＢ型は、無期限で利用できるサービスであるため、在り方についての整理が必須だと考える。在宅での訓練
や作業として、花の水やり・塗り絵・メダカの餌やりや観察日記・計算ドリルなどに対して工賃を払っている事例が
あると聞く。在宅利用を認める場合に、支援区分と紐づける仕組みも検討してはどうか。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）⑧
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（４）就労継続支援等（自立訓練含む）の就労移行支援体制加算の見直し
近年、「就労移行支援体制加算」の趣旨を十分に理解しないまま、制度を不適切に活用する事例が散見されて
いる。これらの事例は、本来想定されている支援体制の充実という目的を損ない、制度の信頼性を低下させるお
それがある。
現行制度では、同加算が「現利用者」に対して乗じられる仕組みとなっているため、実質的に加算の算定対象と
なる人数に上限が設けられていない。この点が、過度な算定を誘発する一因となっていると考えられる。
ついては、次期報酬改定において、当該加算の算定対象人数について、事業所の利用定員を上限とする仕組
みへと見直すこととしてはどうか。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）⑨
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（参考資料）

（１） 主なサービスごとの事業所数の伸び率と１人当たり費用額の伸び率「就労移行支援」

＜参考＞障害福祉サービス等報酬改定検討チーム第48回（R7.11..25）資料２
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（参考資料）

（２） 第６期障害福祉計画の見込み量と実績について

＜参考＞社会保障審議会障害者部会 第148回(R7.7.24) 資料１
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（参考資料）

（３） 都道府県（人口数順）別 就労移行事業所数

＜参考＞WAM NET障害福祉サービス等情報公表システムデータのオープンデータ（令和7年3月時点）
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（参考資料）

（４） １００万人当たりの就労移行支援事業所数

＜参考＞WAM NET障害福祉サービス等情報公表システムデータのオープンデータ（令和7年3月時点）
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（参考資料）

（５） 主なサービスごとの事業所数の伸び率と１人当たり費用額の伸び率

＜参考＞障害福祉サービス等報酬改定検討チーム第48回（R7.11..25）資料６
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（参考資料）

（６） 主なサービスごとの事業所数の伸び率と１人当たり費用額の伸び率「就労継続支援B型」

＜参考＞障害福祉サービス等報酬改定検討チーム第48回（R7.11..25）資料２
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（参考資料）

（７） 他事業所からの定着支援利用受け入れについて

＜参考＞2024年度会員アンケート結果
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